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〔平成27年�月23日国土交通省告示第255号〕

建築基準法第27条第�項に規定する特殊建築物の主要構造部の

構造方法等を定める件

(787頁：上から�行目）
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, 460 」 の誤り。

(794頁：下から�行目）
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石綿障害予防規則（抄）

(1723頁：下から14行目）

｢ 四 前項第二号又は第三号に掲げる作業にあっては、当該工事に係る請負代金の額 」 は

｢ 四 前項第二号又は第三号に掲げる工事にあっては、当該工事に係る請負代金の額 」 の誤り｡
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